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報
告

韓
国
に
お
け
る
同
姓
岡
本
禁
婚
制
と
そ
の
改
革
運
動
の
展
開

第

序
論

東アジア文化と近代法

韓
国
家
族
法
上
の
禁
婚
範
囲
は
、
世
界
に
そ
の
例
が
な
い
ほ
ど
に
広
範

囲
で
あ
る
。
禁
婚
規
範
の
核
心
で
あ
る
同
姓
岡
本
間
の
婚
姻
禁
止
制
度
は
、

中
国
の
貴
族
組
織
原
理
で
あ
る
宗
法
制
(
父
系
・
父
権
・
父
治
・
族
外
婚
・

長
子
相
続
の
特
徴
を
持
つ
)
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
中

国
で
さ
え
も
同
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
痕
跡
す
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
。

宗
法
制
は
高
麗
末
・
朝
鮮
初
め
に
中
国
か
ら
韓
国
に
受
け
継
が
れ
、
朝

鮮
後
期
に
よ
う
や
く
普
遍
的
に
確
立
さ
れ
た
家
族
制
度
原
理
で
あ
る
。
そ

の
内
容
の
大
部
分
が
韓
国
の
古
い
伝
統
と
必
ず
し
も
合
致
す
る
も
の
で
な

い
ば
か
り
か
、
個
人
の
平
等
と
自
由
を
旨
と
す
る
自
由
民
主
主
義
の
理
想

に
も
背
馳
す
る
原
理
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
最
近
ま
で
そ
の
残

淳
が
払
拭
さ
れ
ず
、
実
定
法
的
威
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
一
つ
の
驚

石

円
じ
け

防
白
川

泰

異
的
な
事
件
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
姓
同
本
禁
婚
制
に
対
し
て
は
、
合
理
的
・
科
学
的
根
拠
は
な
く
、
そ

れ
は
も
っ
ぱ
ら
家
父
長
的
男
系
血
統
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
維
持

す
る
た
め
だ
け
の
制
度
で
あ
り
、
男
女
平
等
と
婚
姻
の
自
由
と
い
う
憲
法

精
神
に
違
背
す
る
と
い
う
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
一
九
五
七
年
の
現
行
の
新
民
法
制
定
以
降
、
七
度
の
家

族
法
改
正
で
常
に
そ
の
戦
略
的
な
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
毎
回
改
正
の

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
廃
止
を
推
進
す
る
進
歩
的
な
学
者
た

ち
と
女
性
運
動
家
及
、
ぴ
市
民
団
体
の
努
力
が
絶
え
間
な
く
続
い
た
。
一
方
、

そ
の
改
正
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
保
守
派
の
勢
力
も
侮
れ
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。

つ
い
に
一
九
九
七
年
七
月
一
六
日
、
憲
法
裁
判
所
は

同
姓
同
本
禁
婚
を
規
定
し
て
い
る
民
法
第
八

O
九
条
第
一
項
に
対
し
て
憲

そ
う
し
た
中
で
、
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キヰ

法
不
合
致
決
定
を
下
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
決

定
に
対
し
て
は
保
守
陣
営
の
反
発
が
強
く
、
国
会
で
も
後
続
の
立
法
措
置

が
と
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
禁
婚
・
許
婚
の
範
囲
を
め
ぐ
る
論
議
は
い

ま
だ
に
終
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
制
度
に
関
す
る
民
法
規
定
の
制
定
経
過
と
そ
の
内
容

な
ら
び
に
沿
革
を
概
観
し
、
こ
の
制
度
の
改
革
運
動
の
展
開
を
紹
介
す
る

こ
と
に
す
る
。

資

第

失
効
し
た
民
法
規
定
の
制
定
経
過
と
内
容
及

ぴ
問
題
点

1
.
民
法
規
定
の
制
定
経
過

同
姓
岡
本
間
婚
姻
を
禁
止
し
た
民
法
第
八
O
九
条
の
立
法
経
過
は
以
下

の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
七
年
の
最
初
の
政
府
草
案
第
八
O

二
条
は
、

①
同
姓
同
本
で
あ
る
血
族
の
聞
で
は
婚
姻
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
祖
先
の
系
統
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
。

②
男
系
血
族
の
配
偶
者
、
夫
の
血
族
お
よ
び
そ
の
他
、
四
親
等
以
内
の

姻
戚
で
あ
る
か
、
こ
の
よ
う
な
姻
戚
で
あ
っ
た
問
で
は
婚
姻
は
で
き

月

h

、‘。

争
山
0

・ν

と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
国
会
法
制
司
法
委
員
会
修
正
案
は
、
第
一
七
七
条

で
政
府
草
案
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
た
。

①
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
と
は
婚
姻
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
養
子
縁
組
に
よ
り
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
親
族
関
係
が
発
生
し

た
と
き
に
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
。

1
.
直
系
血
族
と
直
系
姻
戚

2
.
八
親
等
以
内
の
傍
系
父
系
血
族

3
.
四
親
等
以
内
の
母
系
血
族

4
.
八
親
等
以
内
の
夫
族
血
族

②
前
項
各
号
に
該
当
す
る
者
と
は
そ
の
関
係
が
終
了
し
た
後
も
婚
姻
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
修
正
案
は
、
儒
林
を
中
心
と
し
た
保
守
派
の
猛
烈

な
反
対
に
あ
い
、
国
会
本
会
議
で
否
決
さ
れ
、
政
府
草
案
よ
り
も
更
に

保
守
的
で
あ
る
現
行
(
一
九
九
七
、
七
、

(
l
)
 

し
た
の
で
あ
る
。

一
六
ま
で
の
)
規
定
に
確
定

2
.
民
法
規
定
の
内
容

(1) 

韓
国
民
法
第
八
O
九
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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[
①
同
姓
岡
本
の
血
族
の
間
で
は
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
男
系
血
族
の
配
偶
者
、
夫
の
血
族
お
よ
び
そ
の
他
、
八
親
等
以
内
の

姻
戚
で
あ
る
か
、
こ
の
よ
う
な
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
者
の
問
で
は
婚

姻
で
き
な
い
。
]

子
は
原
則
的
に
父
の
姓
と
本
に
従
い
(
民
法
第
七
八
一
条
一
項
)
、
父

が
母
の
家
に
入
籍
す
る
入
夫
婚
姻
の
場
合
(
民
法
第
八
二
六
条
四
項
)
と

父
が
不
明
で
あ
る
場
合
(
民
法
第
七
八
一
条
二
項
)
に
、
例
外
と
し
て
母

の
姓
と
本
に
従
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
姓
は
父
系
血
統
を
表

東アジア文化と近代法

一
不
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
は
、
自
己
が
属
す
る
家
系
の
始
祖
の
発
祥
地
名
に
依
る
も
の

で
あ
り
、
賞
、
郷
貰
ま
た
は
貰
郷
な
ど
と
も
い
う
。

血
族
(
自
然
血
族
す
な
わ
ち
、
父
系
血
族
と
母
系
血
族
)
は
、
血
の
つ

な
が
り
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
兄
弟
姉
妹
と
兄
弟
姉
妹
の
直
系
卑

属
、
直
系
尊
属
の
兄
弟
姉
妹
と
直
系
尊
属
の
兄
弟
姉
妹
の
直
系
卑
属
(
以

上
傍
系
血
族
)
を
い
う
(
民
法
第
七
六
八
条
)
。

同
姓
同
本
で
あ
り
な
が
ら
始
祖
を
異
に
な
る
場
合
は
、
血
族
(
父
系
血

族
)
と
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
新
羅
の
敬
順
王
を
始
祖
と
す
る
金
海

金
氏
と
駕
洛
の
首
露
王
を
始
祖
と
す
る
金
海
金
氏
の
簡
が
こ
の
よ
う
な
場

合
で
あ
る
。

」
れ
と
は
異
な
り
、
異
姓
同
本
で
あ
っ
て
も
同
一
の
始
祖
で
あ
る
場
合

は
血
族
(
父
系
血
族
)
と
な
る
(
い
わ
ゆ
る
本
宗
)
。
例
と
し
て
は
、
安

東
金
氏
と
安
東
権
氏
の
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
。

民
法
上
、
婚
姻
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
同
姓
同
本
の
血
族
」
で

あ
る
た
め
に
、
上
記
の
金
海
金
氏
の
相
互
間
ゃ
、
安
東
金
氏
と
安
東
権
氏

の
聞
で
は
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ω
民
法
第
八
O
九
条
に
違
反
す
る
婚
姻
届
が
誤
っ
て
受
理
さ
れ
た
場
合

に
は
、
無
効
に
な
る
場
合
と
取
消
原
因
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
‘

当
事
者
間
に
直
系
血
族
、
八
親
等
以
内
の
傍
系
血
族
お
よ
び
そ
の
配
偶
者

と
し
て
親
族
関
係
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
過
去
に
あ
っ
た
と
き
、
ま
た
、
当

事
者
間
に
直
系
姻
威
、
夫
の
八
親
等
以
内
の
血
族
の
姻
戚
関
係
が
あ
っ
た

り
、
過
去
に
あ
っ
た
と
き
に
は
無
効
で
あ
る
(
民
法
第
八
一
五
条
二
、
三

口
方
)
。そ
の
ほ
か
に
、
第
八
O
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者

と
そ
の
直
系
尊
属
、
ま
た
八
親
等
以
内
の
傍
系
血
族
が
そ
の
取
消
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
法
第
八
一
六
条
一
号
、
第
八
一
七
条
後
段
)
。

た
だ
し
、
当
事
者
の
関
に
お
い
て
、
す
で
に
婚
姻
中
に
子
を
出
生
し
た
場

合
に
は
、
こ
の
取
消
請
求
権
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
(
民
法
第
八
二

O

条)。

北法51(6'135)2007
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吋キ，
d

，q
 

上
の
よ
う
な
同
姓
同
本
婚
姻
禁
止
制
度
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
の
従
来

の
主
張
お
よ
び
根
拠
を
要
約
す
る
と
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
同
姓
岡
本
不
婚
の
原
則
は
、
血
統
を
重
要
視
す
る
韓
国
固
有
の
美
風

良
俗
で
あ
り
、
倫
理
を
重
視
す
る
美
し
い
風
俗
で
あ
る
。

②
血
統
の
見
地
か
ら
見
る
と
き
、
同
姓
婚
は
優
生
学
的
に
有
害
で
あ
る
。

③
同
姓
不
婚
制
度
は
、
韓
国
古
来
の
慣
習
で
あ
り
、
伝
統
文
化
で
あ
る
。

④
同
姓
婚
を
容
認
す
る
こ
と
は
社
会
秩
序
を
混
乱
さ
せ
、
ひ
い
て
は
家

族
制
度
を
破
壊
す
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
同
姓
伺
本
不
婚
の
原
則
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う

動
き
は
、
「
畜
生
と
同
じ
野
蛮
な
も
の
」
で
あ
り
自
ら
の
淫
乱
行
為
を
正

(2) 

当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
制
度
に
反
対
す
る
立
場
の
主
張
お
よ
び
根
拠
を
総
合
的
に

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
は
憲
法
違
反
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

1
.

憲
法
前
文
の
精
神
に
違
反
す
る
。
憲
法
前
文
で
は
「
全
て
の
社

会
的
弊
習
と
不
義
を
打
破
し
て
」
と
あ
る
が
、
「
全
て
の
社
会
的

弊
習
」
に
は
封
建
的
社
会
弊
習
で
あ
る
同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
も

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

-u.
同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
は
父
系
血
統
中
心
で
あ
る
た
め
憲
法
第

一
一
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
男
女
平
等
の
原
則
に
反
し
、

資

基
本
権
で
あ
る
平
等
権
を
採
胸
す
る
。

出
.
民
法
第
八
O
九
条
は
、
余
り
に
広
範
囲
に
禁
婚
を
定
め
て
い
る

た
め
、
人
間
の
重
大
な
婚
姻
の
自
由
を
隊
問
し
、
憲
法
上
の
自
由

権
な
ど
の
基
本
権
保
障
規
定
に
反
す
る
違
憲
な
規
定
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
規
定
は
婚
姻
と
家
族
生
活
に
お
い
て
、
個
人
の
尊
厳

と
両
性
の
平
等
の
精
神
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
同
姓
岡
本
不
婚
の
原
則
は
、
中
国
に
対
す
る
事
大
主
義
思
想
の
残
浮

で
あ
り
、
封
建
制
度
の
所
産
物
で
あ
る
。

①
同
姓
岡
本
不
婚
の
原
則
は
、
韓
国
伝
統
文
化
に
反
映
さ
れ
る
宗
教
的

な
思
想
、
す
な
わ
ち
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
仏
教
、
道
教
お
よ
び
キ

リ
ス
ト
教
思
想
に
も
背
馳
す
る
。
た
だ
、
同
原
則
は
儒
教
思
想
に
の

み
そ
の
由
来
と
基
礎
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

④
同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
は
、
比
較
法
的
に
も
世
界
で
唯
一
の
制
度
で

あ
り
、
こ
の
制
度
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
い
か
な
る
合
理
的
な
理
由

(3) 

も
な
く
、
現
代
韓
国
の
社
会
意
識
と
も
合
致
し
て
い
な
い
。

思
う
に
、
同
姓
同
本
禁
婚
制
は
、
実
際
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
で
き

ず
、
単
に
家
父
長
制
的
父
系
血
統
中
心
主
義
と
い
う
旧
時
代
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
実
定
法
的
な
砦
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

す
な
わ
ち
、
今
日
の
遺
伝
学
の
発
展
に
よ
り
、
八
親
等
を
超
え
る
と
優

(
4
)
 

生
学
的
に
は
ま
っ
た
く
害
悪
が
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
慣
習
と
倫
理
道
徳

北法51(6・136)2008
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の
観
点
か
ら
も
、
も
は
や
同
姓
同
本
不
婚
は
そ
の
価
値
を
喪
失
し
た
も
の

で
あ
る
と
確
信
す
る
。
今
か
ら
一
五
年
前
の
一
九
八
四
年
、
大
韓
弁
護
士

協
会
が
全
国
の
会
員
を
対
象
に
実
施
し
た
意
見
調
査
で
は
、
こ
の
制
度
の

廃
止
に
つ
い
て
七
四
・
六
%
が
賛
成
し
、
二
五
・
四
%
が
反
対
し
て
い
る

(
5
)
 

と
の
結
果
が
表
れ
た
。
ソ
ウ
ル
リ
サ
ー
チ
が
一
九
九
四
年
一
二
月
全
国
の

一
般
人
五
O
O
名
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
こ
の
制
度

の
完
全
廃
止
お
よ
び
禁
婚
範
囲
の
縮
小
に
七
一
・
五
%
が
賛
成
し
、
二
八
・

五
%
が
反
対
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
中
央
日
報
世
論
調
査
チ
ー

ム
が
一
九
九
五
年
三
月
に
全
国
の
一
般
人
一
、

O
一
五
名
を
対
象
に
し
て

調
査
し
た
結
果
、
「
同
姓
岡
本
で
あ
る
者
と
の
婚
姻
」
に
対
し
て
、
「
婚
姻

し
な
い
」
と
い
う
回
答
が
三
八
・
一
%
、
「
婚
姻
す
る
」
と
い
う
回
答
が

五
九
・
三
%
と
い
う
数
字
が
表
れ
て
い
る
。
(6) 

以
上
の
調
査
結
果
な
ど
を
考
え
て
み
る
と
き
、
今
、
こ
の
制
度
の
慣
習

的
'
道
徳
的
意
義
は
ほ
ぼ
消
失
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
親
等

数
が
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
血
縁
が
疎
遠
に
な
っ
て
お
り
、
同
じ
血
統
で

あ
る
と
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
な
い
男
女
が
単
に
数
百
年
前
の
男
系
先
祖

の
み
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
婚
姻
を
認
め
な
い
の
は
、
そ
の
規
範

(
7
)
 

的
・
倫
理
的
妥
当
性
を
確
保
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
制
度
の
弊
害
は
現
実
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
男
女
の
愛
と
婚
姻
の
自
由
が
相
当
に

制
限
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
で
は
、
現
在
、
四
、
六
O
O
万
の
人
口
の
う
ち

三
O
O
余
種
の
姓
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
金
・
李
・
朴
の
三
姓

(8) 

が
相
当
な
比
率
を
占
め
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
、
実
際
に
同
姓

同
本
の
男
女
が
出
会
う
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
同
姓
同
本
で
事
実
婚
関
係
に
あ
る
夫
婦
を
救
済
す
る
た
め

の
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
が
今
ま
で
限
時
法
と
し
て
三
度
(
一
九
七

七
年
、
一
九
八
七
年
、
一
九
九
五
年
)
も
制
定
・
施
行
さ
れ
、
そ
の
結
果

四
四
、
八
二
七
組
の
夫
婦
が
同
法
に
よ
っ
て
法
的
救
済
を
受
け
た
と
い
う

(

9

)

(

ω

)

 

事
実
か
ら
も
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
い
ま
だ
に
女
性
の
社
会
的
地
位
が
相
対
的
に
不
安
定
で
あ
る
韓

国
社
会
で
は
、
こ
の
制
度
は
女
性
を
さ
ら
に
不
安
に
追
い
や
る
要
素
と
し

て
作
用
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
同
姓
同
本
の
事
実
婚
関
係
で
は
男
性

の
方
が
相
対
的
に
女
性
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
た
め
に
、
男
性
側
が

正
当
な
理
由
も
な
く
そ
の
事
実
婚
を
破
棄
し
た
と
し
て
も
、
女
性
側
は
法

的
保
護
(
損
害
賠
償
な
ど
)
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く

(
九
親
等
以
上
の
同
姓
同
本
間
の
婚
姻
は
取
消
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
民
法
第
八
一
七
条
後
段
)
一
度
破
局
を
経
験
し
た
女
性
に
対
す
る
否

定
的
な
偏
見
は
、
今
も
韓
国
社
会
に
残
存
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

憲
法
規
範
の
観
点
か
ら
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
制
度
は
、
憲
法
第
三
六
条
第
一
項
が
規
定
し
て
い
る
個
人
の
尊
厳
と
雨
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料

性
平
等
に
基
づ
い
て
婚
姻
と
家
族
生
活
を
営
む
自
由
と
権
利
、
よ
り
具
体

的
に
は
婚
姻
に
お
け
る
配
偶
者
選
択
と
、
そ
の
配
偶
者
と
の
夫
婦
生
活
を

営
む
自
由
と
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
制
度
は

そ
れ
を
保
障
す
る
国
家
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ

れ
は
、
現
代
的
な
婚
姻
秩
序
に
お
け
る
出
生
者
の
遺
伝
学
的
保
護
と
合
理

的
血
族
観
念
の
保
護
な
ど
の
公
共
福
利
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
の
合

理
的
な
制
限
だ
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
自
由
と
権
利
の
本
質
的
な
内

容
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
同
制
度
は
憲
法
第
三
七
条

(
日
)

第
二
項
の
過
剰
禁
止
の
原
則
に
も
違
反
し
て
い
る
。

資

第

同
姓
禁
婚
制
の
沿
革

同
姓
婚
禁
止
制
度
の
起
源
は
「
嘘
記
」
に
「
同
姓
難
百
世
婚
姻
不
得

(ロ)

通
周
道
然
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
周
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

韓
国
古
代
で
も
同
姓
不
婚
の
札
が
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
三
国
志
貌
志
東
夷
伝
減
条
の
記
録
に
よ
る
と
減
が
同
姓
不
婚
制
を

(
日
)

と
っ
て
い
た
と
い
、
っ
。

そ
の
後
、
三
国
時
代
か
ら
し
だ
い
に
一
夫
一
婦
に
基
づ
い
た
家
父
長
的

家
族
制
の
確
立
と
統
一
新
羅
期
の
漢
姓
採
用
に
よ
り
姓
族
の
観
念
が
よ
り

明
白
に
な
る
に
伴
っ
て
、
同
姓
不
婚
制
が
と
て
も
重
要
な
婚
姻
原
則
と
な
っ

(
H
H
)
 

た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高
属
中
期
に
い
た
る
ま
で
同
姓
婚
が
制
度
的

に
本
格
的
に
禁
止
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
新
羅
時
代
に
お
い
て
王
族
は
箕
島
円
あ
る
い
は
聖
骨
と
い
う

特
有
の
階
級
を
形
成
し
、
そ
の
間
で
階
級
的
な
内
婚
を
し
て
い
た
。
こ
れ

は
新
羅
王
家
が
天
降
種
族
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
、
そ
の
血
の
純
粋
性
を

守
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
王
族
・
貴
族
の
聞
で
行

な
わ
れ
た
同
姓
婚
・
近
親
婚
が
反
射
的
に
一
般
庶
民
の
間
に
も
蔓
延
す
る

(はど

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
「
三
国
史
記
」
の
著
者
金
富

戦
が
新
羅
の
近
親
婚
に
関
し
て
「
新
羅
不
止
取
同
生
兄
弟
子
姑
娘
従

姉
妹
皆
鴨
策
委
責
之
以
鵡
則
大
惇
失
」
と
記
述
し
て
い
る
の
か
ら

(
日
山
)

も
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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高
麗
時
代
に
お
い
て
も
新
羅
時
代
の
制
度
を
踏
襲
し
て
「
王
族
は
天
降

種
族
で
あ
る
」
と
い
う
優
越
感
を
持
ち
、
新
羅
時
代
の
内
婚
制
度
を
そ
の

ま
ま
守
っ
て
い
た
。
民
間
で
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
同
姓
婚
が
一
般
的
に

(
げ
)

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
宗
実
録
五
O
巻
、
二
一

年
二
一
月
一
八
日
条
の
「
前
朝
王
室
婚
姿
同
姓
士
大
夫
亦
然
鄭
夢

周
橡
稽
争
之
不
得
」
と
い
う
記
録
を
通
じ
て
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
高
麗
末
ま
で
王
室
・
士
大
夫
の
あ
い
だ
で
は
同
姓
婚
が
中
断
さ

(
同
)

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

新
羅
・
高
麗
時
代
の
同
姓
婚
・
近
親
婚
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、
次



東アジア文化と近代法

の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
王
家
が
天
降
種
族
で
あ
る
と
い
う
優
越
感
を
持
っ
て
い
た
。

②
外
戚
の
弊
害
を
防
ぐ
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。

③
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
仏
教
思
想
が
支
配
的
で
あ
り
、
「
安
委
不
同
姓
」

の
儒
教
思
想
が
社
会
的
な
慣
習
を
支
配
で
き
な
か
っ
た
。

④
近
親
婚
に
よ
る
遺
伝
上
の
弊
害
に
つ
い
て
の
認
識
が
な
か
っ
た
。

⑤
交
通
が
不
便
で
あ
っ
た
た
め
に
、
族
外
婚
が
困
難
で
あ
っ
た
。

(
山
口
)

@
男
女
間
の
交
際
が
自
由
で
あ
り
、
社
会
的
風
俗
が
好
淫
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
儒
教
に
同
化
さ
れ
た
一
部
朝
臣
の
強
力
な
反
対
な
ど
に
よ
り

同
姓
婚
・
近
親
婚
に
対
す
る
反
対
思
想
が
次
第
に
台
頭
し
て
き
た
。
そ
う

し
て
高
麗
の
集
権
的
封
建
社
会
が
政
権
の
確
立
期
を
経
て
発
展
期
に
さ
し

か
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
同
姓
婚
・
近
親
婚
に
対
す
る
反
動
思
想
は
内
部

で
も
充
満
し
、
つ
い
に
文
宗
朝
(
一

O
四
六
1
一
O
八
三
年
)
か
ら
は
諸

(
ぬ
)

法
令
が
現
れ
出
し
た
。
つ
ま
り
、
文
宗
一
二
年
(
一

O
五
八
年
)
五
月
の

(
幻
)

大
功
親
聞
の
出
生
子
に
対
す
る
官
吏
登
用
を
禁
じ
る
法
の
制
定
、
宣
宗
二

年
(
一

O
八
五
年
)
四
月
の
同
父
異
母
男
妹
問
の
出
生
子
の
官
吏
登
用
を

(
辺
)

禁
じ
る
法
の
制
定
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
麗
の
こ
う
し
た

禁
婚
に
関
す
る
律
令
は
直
接
的
に
は
近
親
婚
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、

出
生
子
に
た
い
す
る
「
禁
鋼
A
主
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は

(
お
)

官
僚
た
ち
の
貴
族
的
戚
閥
造
成
の
防
止
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
は
、
朝
鮮
王
朝
に
入
り
儒
教
を
建
国
理
念
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
本
格
的
な
婚
姻
法
原
理
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

(
h
A
)
 

す
な
わ
ち
、
大
明
律
直
解
が
用
い
ら
れ
、
巻
第
六
、
戸
律
婚
姻
同
姓
矯

婚
係
「
凡
同
姓
潟
婚
者
各
杖
六
十
離
異
」
の
規
定
が
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
同
姓
不
婚
の
原
則
は
強
制
力
を
持
つ
制
度
と
し
て
成
立
し
た
の

(
お
)

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
上
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
姓
異
本
者
間
の
婚

姻
は
許
容
さ
れ
て
い
た
。

(
お
)

同
姓
異
本
禁
婚
は
英
祖
朝
に
入
っ
て
施
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
続
大
典

「
郷
貫
錐
異
、
姓
字
同
則
無
得
婚
妥
」
と
い
う
規
定
が
収
め
ら
れ
た
後

の
こ
と
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
王
室
と
宗
室
で
は
す
で
に
世
宗
二
五
年
、
一

四
四
二
年
よ
り
同
姓
異
本
間
婚
姻
、
す
な
わ
ち
、
李
氏
と
の
婚
姻
が
禁
止

(
幻
)

さ
れ
て
い
た
)
。
こ
の
よ
う
に
、
続
大
典
で
同
姓
異
本
で
あ
る
者
の
あ
い

だ
の
婚
姻
ま
で
禁
止
し
た
の
は
、
当
時
明
朝
か
ら
の
誤
解
(
中
国
に
は
本

貫
と
い
う
の
が
な
い
)
に
基
づ
い
た
非
難
を
避
け
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ

(
お
)

た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
同
姓
不
婚
の
規
範
は
韓
国
の
古
法
と
実
情
に
符

(
町
四
)

合
し
な
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
刑
法
大
典
第
五
七
二
条
に
「
氏
貫
が
倶
同

で
あ
る
者
が
、
相
婚
し
た
り
妾
を
安
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
答
百
回
に
処

し
、
こ
の
者
を
引
き
離
す
」
と
規
定
す
る
形
で
、
こ
の
制
度
が
採
り
入
れ
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キヰ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

資

第
四

改
革
運
動
の
展
開

1
.
民
法
改
正
の
推
進
と
限
時
的
特
例
法
の
制
定

民
法
に
お
け
る
親
族
・
相
続
編
の
合
理
化
の
た
め
の
争
い
は
民
法
制
定

過
程
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
。
民
法
制
定
以
後
、
そ
の
改
正
を
目
指
す
争
い

は
限
り
な
く
続
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
七
度
の
改
正
を
通
し
て
、
親
族
・

相
続
編
は
非
常
に
多
く
の
部
分
が
改
正
さ
れ
、
家
族
関
係
で
男
女
平
等
と

個
人
の
自
由
が
進
展
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
同
姓
岡
本

禁
婚
制
度
の
廃
止
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
廃
止

(
近
親
婚
禁
止
制
度
へ
の
転
換
)
を
含
め
て
、
家
族
法
改
正
推
進
の
経
過

(
ぬ
)

を
略
述
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

川
一
九
六
二
年
七
月
に
、
女
性
団
体
連
合
が
家
族
法
改
正
の
た
め
の

「
建
議
文
」
を
軍
事
政
府
に
提
出
し
た
。

凶
一
九
七
三
年
六
月
「
汎
女
性
家
族
法
改
正
促
進
会
」
が
構
成
さ
れ
、

一
九
七
四
年
に
改
正
案
を
作
成
し
て
、
一
九
七
五
年
に
女
性
議
員
達
の
名

で
国
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
案
は
、
国
会
法
制
司
法
委
貝
会
で
否
決
さ
れ

た
。
当
時
の
案
の
う
ち
、
同
姓
婚
禁
止
規
定
で
あ
る
民
法
第
八
O
九
条
に

つ
い
て
の
改
正
案
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

第
八
O
九
条
(
近
親
婚
禁
止
)

①
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
は
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

1
.
八
親
等
以
内
の
父
系
血
族

2
.
四
親
等
以
内
の
母
系
血
族

3
.
直
系
姻
戚
間

②
直
系
姻
戚
で
あ
っ
た
り
ま
た
は
養
親
族
で
あ
っ
た
者
の
間
で
は
婚

姻
は
で
き
な
い
。

同
一
九
七
七
年
七
月
に
「
同
姓
同
本
不
婚
制
度
改
正
促
進
会
」
が
結
成

さ
れ
、
同
年
一
一
月
に
「
同
姓
同
本
不
婚
制
度
改
正
の
た
め
の
請
願
書
」

を
国
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
後
、
同
年
一
一
一
月
に
民
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
合
わ
せ
て
一
九
七
八
年
一
二
月
一
一
一
一
日
ま
で
有
効
な
「
婚
姻
に
関
す

る
特
例
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
条
(
適
用
対
象
)

こ
の
法
は
、
こ
の
法
の
施
行
当
時
、
民
法
第
八
O
九
条
の
規
定
に
違

反
し
、
婚
姻
ま
た
は
事
実
婚
関
係
に
あ
る
者
の
、
っ
ち
、
民
法
第
八
一
五

条
第
二
号
な
ら
、
び
に
第
三
号
(
八
親
等
以
内
の
血
族
問
)
に
該
当
す
る

も
の
を
除
外
し
た
者
(
以
下
、
同
姓
婚
な
ど
の
関
係
に
あ
る
者
と
い
う
)

に
対
し
て
適
用
す
る
。

第
三
条
(
民
法
の
適
用
排
除
)
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同
姓
婚
な
ど
の
関
係
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
民
法
第
八
O
九
条
お
よ

び
第
八
一
六
条
(
婚
姻
取
消
の
事
由
)
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と

す
る
。

東アジア文化と近代法

第
四
条
(
婚
姻
届
の
特
例
)

同
姓
婚
な
ど
の
関
係
に
あ
る
者
が
戸
籍
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

婚
姻
を
届
け
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
の
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、

同
姓
婚
な
ど
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
一
九
八
四
年
七
月
「
家
族
法
改
正
の
た
め
の
女
性
連
合
会
」
が
結
成

さ
れ
、
改
正
案
を
作
成
し
た
が
、
国
会
で
の
議
員
提
案
に
失
敗
し
た
。

同
一
九
八
七
年
一

O
月
に
、
一
九
八
八
年
一
一
一
月
三
O
日
ま
で
有
効
な

「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
が
制
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
は
前
記

の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。

川
一
九
八
八
年
一
一
月
に
「
家
族
法
改
正
の
た
め
の
女
性
連
合
会
」
が

一
九
八
四
年
に
作
成
し
た
案
を
再
び
国
会
に
提
出
し
、
議
員
提
案
に
成
功

し
た
。
こ
の
案
は
、
一
九
八
九
年
一
一
一
月
法
制
司
法
委
員
会
の
修
正
を
経

て
国
会
で
通
過
し
た
。
こ
の
と
き
、
戸
主
相
続
制
が
戸
主
承
継
制
に
変
わ

る
な
ど
重
要
な
部
分
の
改
善
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
(
も
ち
ろ
ん
同
姓
同
本

不
婚
規
定
は
除
外
さ
れ
た
)
。

同
一
九
九
四
年
に
法
務
部
の
法
務
諮
問
機
関
で
あ
る
民
法
改
正
特
別
分

科
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
一
九
九
六
年
六
月
に
改
正
案
を
作
成
し
た
。

同
姓
岡
本
不
婚
規
定
の
改
正
案
と
改
正
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
規
定
内
容
〉

第
八
O
九
条
(
近
親
婚
禁
止
)

①
八
親
等
以
内
の
父
系
血
族
と
母
系
血
族
の
間
で
は
婚
姻
で
き
な
い
。

②
六
親
等
以
内
の
血
族
の
配
偶
者
と
、
配
偶
者
の
血
族
、
四
親
等
以

内
の
配
偶
者
の
血
族
の
配
偶
者
で
あ
る
姻
戚
や
こ
の
よ
う
な
姻
戚

で
あ
っ
た
者
の
問
で
は
婚
姻
は
で
き
な
い
。

③
六
親
等
以
内
の
養
父
母
系
の
血
族
で
あ
っ
た
者
と
、
四
親
等
以
内

の
養
父
母
系
の
姻
戚
で
あ
っ
た
者
の
間
で
は
婚
姻
は
で
き
な
い
。

〈
改
正
理
由
〉

1
.
現
行
法
は
男
系
血
族
重
視
の
規
定
で
あ
り
、
両
性
平
等
原
則
に

反
し
、
婚
姻
の
自
由
を
侵
害
す
る
憂
慮
が
あ
る
。
婚
姻
権
は
憲
法

が
保
障
す
る
人
間
の
基
本
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

2
.
同
姓
岡
本
不
婚
制
度
は
、
思
想
的
に
は
儒
教
倫
理
、
社
会
的
に

は
封
建
的
農
耕
社
会
に
基
礎
を
お
い
た
制
度
で
あ
っ
て
、
人
口
の

急
激
な
増
加
、
核
家
族
の
一
般
化
、
産
業
社
会
の
社
会
構
造
お
よ

び
価
値
観
の
変
化
な
ど
の
今
日
の
実
情
に
符
合
し
な
い
。

3
.
同
姓
岡
本
不
婚
制
度
は
、
我
々
の
美
風
な
良
俗
で
あ
り
固
有
の

慣
習
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
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手ヰ

時
代
の
変
化
に
沿
い
、
そ
の
実
情
に
合
う
よ
う
変
化
す
る
の
が
通

常
だ
と
思
わ
れ
る
。

4
.
近
親
婚
を
禁
止
す
る
重
要
な
理
由
は
、
倫
理
的
・
優
生
学
的
な

側
面
か
ら
問
題
に
な
る
も
の
で
同
姓
岡
本
不
婚
制
度
は
こ
れ
と
は

無
関
係
で
あ
る
。

5
.
同
姓
同
本
不
婚
制
度
の
発
祥
地
で
あ
る
中
国
で
も
、
す
で
に
民

法
で
(
一
九
三
一
年
、
九
八
三
条
)
近
親
婚
禁
止
に
転
換
さ
れ
た
。

比
較
法
的
に
見
た
と
し
て
も
、
世
界
各
国
は
禁
婚
範
囲
に
お
い
て

差
は
あ
る
も
の
の
、
近
親
婚
を
禁
ず
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

6
.
同
姓
岡
本
不
婚
制
度
は
国
民
意
識
に
も
符
合
し
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
な
事
実
は
こ
れ
ま
で
の
世
論
調
査
が
証
明
し
て
い
る
。

7
.
同
姓
岡
本
間
で
婚
姻
を
し
、
婚
姻
届
が
出
来
ず
に
い
る
事
実
婚

(
幻
)

関
係
に
あ
る
夫
婦
を
救
済
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
三
度
に
わ
た
っ

て
限
時
法
で
あ
る
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
が
制
定
さ
れ
た

(
一
九
七
七
年
、
一
九
八
七
年
、
一
九
九
五
年
)
。
こ
れ
は
、
我

が
民
法
に
お
け
る
同
姓
同
本
不
婚
制
度
が
社
会
的
に
重
大
な
問
題

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

側
一
九
九
五
年
一
二
月
に
、
一
九
九
六
年
二
一
月
三
二
日
ま
で
を
施
行

の
期
限
と
す
る
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
容

は
前
記
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。

資

2
.
姓
本
制
度
の
根
本
的
革
新
の
動
き

北法51(6・142)2014

同
姓
岡
本
に
よ
り
事
実
婚
状
態
に
置
か
れ
た
夫
婦
の
悲
哀
や
そ
の
子
女

の
不
幸
、
そ
し
て
男
児
選
好
に
よ
る
女
子
胎
児
の
死
な
ど
、
家
族
関
係
に

も
た
ら
さ
れ
る
多
く
の
問
題
の
根
本
的
な
原
因
が
、
「
子
は
父
の
姓
と
本

に
従
う
」
と
い
う
民
法
七
八
一
条
第
一
項
の
規
定
に
あ
る
と
見
な
し
て
、

こ
れ
を
変
え
よ
う
と
い
う
革
新
的
な
運
動
が
最
近
起
こ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
九
七
年
三
月
九
日
に
「
韓
国
女
牲
団
体
連
合
」
は
、

男
子
中
心
の
社
会
を
男
女
平
等
社
会
に
転
換
さ
せ
る
と
い
う
理
念
の
下
で

「
父
母
の
姓
を
共
に
用
い
る
運
動
」
を
展
開
す
る
と
宣
言
し
て
、
そ
の

「
運
動
本
部
」
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
運
動
の
目
標
は
も
ち
ろ
ん
法
制
度

の
改
革
に
あ
る
が
、
ま
ず
は
個
人
的
に
父
母
の
姓
を
共
に
用
い
る
こ
と
で
、

そ
の
よ
う
な
意
識
を
社
会
的
に
拡
散
さ
せ
て
い
く
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
秋
田
男
・
南
美
淑
の
息
子
で
あ
る
秋
根
徳
が
秋
南
根
徳
と

自
称
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
運
動
の
勢
力
は
ま
だ
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
社
会
一
般

に
、
特
に
女
性
た
ち
の
意
識
に
衝
撃
的
な
影
響
を
与
え
る
と
予
見
さ
れ
る
。

当
時
、
一
言
論
は
か
そ
れ
は
独
立
的
な
生
、
平
等
な
生
、
主
体
的
な
生
の

(
汎
)

宣
言
で
あ
る
μ

と
い
う
熱
烈
な
反
応
を
紹
介
し
た
。

実
際
、
父
母
の
姓
を
共
に
用
い
る
知
識
人
女
性
に
出
合
う
こ
と
は
最
近



そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。

3
.
違
憲
論
議
と
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
不
合
致
決
定

東アジア文化と近代法

ω
経
緯

民
法
第
八
O
九
条
に
対
す
る
違
憲
性
の
有
無
は
、
す
で
に
民
法
制
定
の

当
時
か
ら
学
者
た
ち
の
聞
で
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル

家
庭
法
院
は
、
数
件
の
「
婚
姻
届
不
受
理
処
分
に
対
す
る
不
服
」
提
訴
が

あ
る
や
、
一
九
九
五
年
五
月
一
七
日
、
憲
法
裁
判
所
に
同
規
定
の
違
憲
審

判
提
請
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
提
請
の
理
由
は
、
「
:
:
:
全
て
の
国
民

が
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
持
つ
よ
う
に
保
障
す
る
憲
法
第
一

O
条
の
精

神
を
侵
害
し
、
ま
た
法
の
前
の
平
等
と
不
合
理
な
差
別
待
遇
の
禁
止
を
規

定
し
た
憲
法
第
一
一
条
第
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
提
請
申
請
人
た
ち
の

主
張
に
は
相
当
な
理
由
が
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

憲
法
裁
判
所
は
長
い
審
理
を
経
て
、
結
局
、
一
九
九
七
年
七
月
一
六
日

に
民
法
第
八
O
九
条
第
一
項
に
対
し
て
憲
法
不
合
致
を
宣
告
す
る
に
い
た

(
詑
)
っ
た
。

間
憲
法
裁
判
所
決
定
の
具
体
的
内
容

①
主
文
(
全
文
)

民
法
第
八
O
九
条
第
一
項
(
一
九
五
八
、
二
、
二
二
、
法
律
第
四
七
一

号
で
制
定
さ
れ
た
も
の
)
は
憲
法
に
合
致
し
な
い
。
上
の
法
律
条
項
は
立

法
者
が
一
九
九
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
改
正
し
な
け
れ
ば
、
一
九
九
九

年
一
月
一
目
、
そ
の
効
力
を
喪
失
す
る
。
法
院
そ
の
他
の
国
家
機
関
及
、
び

地
方
自
治
団
体
は
立
法
者
が
改
正
す
る
と
き
ま
で
上
の
法
律
条
項
の
適
用

を
中
止
す
る
。

②
単
純
違
憲
意
見
(
概
要
)

i
.
同
姓
岡
本
禁
婚
制
の
定
着
過
程
と
そ
の
社
会
的
基
盤

本
来
、
同
姓
禁
婚
は
中
国
で
漢
代
に
確
立
さ
れ
た
制
度
と
し
て
高
麗

中
期
か
ら
本
格
的
に
わ
が
国
に
伝
来
し
は
じ
め
た
と
い
う
。
わ
が
国

で
は
内
婚
制
で
な
い
外
婚
制
と
し
て
同
姓
岡
本
禁
婚
制
が
法
制
化
さ

れ
た
の
は
朝
鮮
時
代
で
あ
り
、
特
に
そ
の
確
立
時
期
は
一
七
世
紀
後

半
以
降
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
同
姓
同
本
禁
婚
制

は
当
時
の
国
家
政
策
、
国
民
意
識
や
倫
理
観
及
び
経
済
構
造
と
家
族

制
度
な
ど
が
婚
姻
制
度
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
男

系
を
中
心
と
し
た
族
閥
的
・
家
父
長
的
大
家
族
中
心
の
家
族
制
度
で

あ
っ
た
し
、
社
会
経
済
的
に
は
自
給
自
足
を
原
則
と
す
る
農
耕
中
心

の
社
会
で
あ
っ
た
。

同
制
度
は
、
そ
う
い
う
社
会
の
秩
序
維
持
手
段
と
し
て
機
能
し
て

い
た
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。

北法51(6・143)20日



料

-u.
社
会
環
境
の
変
化
と
同
姓
同
本
禁
婚
制
の
存
立
基
盤
の
動
揺

a.
社
会
を
支
配
す
る
碁
本
理
念
は
自
由
・
平
等
の
自
由
民
主
主
義

に
取
っ
て
代
わ
り
、
身
分
的
階
級
制
度
と
男
尊
女
卑
思
想
は
排
斥

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

b
.
封
建
的
・
閉
鎖
的
な
農
耕
社
会
か
ら
高
度
産
業
社
会
へ
の
変
化

と
共
に
国
民
の
婚
姻
観
も
「
家
門
と
家
門
の
結
び
付
き
」
か
ら
当

事
者
の
自
由
意
見
を
尊
重
す
る
「
人
格
と
人
格
の
結
び
付
き
」
に

か
わ
り
、
家
族
の
観
念
や
形
態
も
家
父
長
的
大
家
族
か
ら
分
化
し

た
核
家
族
に
変
化
し
て
、
親
族
的
紐
帯
が
弱
化
さ
れ
家
族
員
の
地

位
に
変
化
が
生
じ
た
。

c.
人
口
の
急
激
な
増
加
と
都
市
集
中
化
に
よ
り
同
姓
同
本
は
禁
婚

基
準
と
し
て
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
難
く
な
っ
て
お
り
、
家
と
本

貫
に
関
す
る
観
念
は
次
第
に
稀
簿
に
な
っ
て
い
る
。

d
.
三
次
に
わ
た
っ
た
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
の
施
行
と
そ
れ

に
よ
っ
て
四
四
、
八
二
七
組
の
夫
婦
が
法
的
に
救
済
さ
れ
た
と
い

う
事
実
は
、
上
の
よ
う
な
変
化
と
同
姓
禁
婚
制
の
行
為
規
範
と
し

て
の
機
能
不
全
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

e.
民
法
第
七
八
一
条
第
三
項
に
よ
り
、
血
縁
と
は
ま
っ
た
く
関
係

の
な
い
同
姓
同
本
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
同
姓
同
本
と

い
う
の
は
い
ま
や
血
縁
関
係
を
あ
ら
わ
す
指
標
と
し
て
の
機
能
を

資

喪
失
し
た
o

f
.
以
上
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
変
化
に
よ
っ
て
同
姓
岡
本
禁
婚
制

の
存
立
基
盤
は
根
本
か
ら
動
揺
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
存
置
さ

せ
る
理
由
の
有
無
に
関
し
て
憲
法
理
念
に
即
し
た
新
た
な
照
明
と

価
値
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

叫
憲
法
理
念
及
び
憲
法
規
定
よ
り
見
た
同
姓
岡
本
禁
婚
制

l
l違

憲
性憲
法
は
第
十
条
で
個
人
の
自
己
運
命
決
定
権
を
前
提
と
す
る
個
人

の
人
格
権
と
幸
福
追
求
権
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
己
運
命

決
定
権
に
は
性
的
自
己
決
定
権
、
特
に
婚
姻
の
白
白
と
婚
姻
相
手
方

を
決
定
す
る
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
第
三
六
条
第
一

項
は
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
に
基
づ
い
た
婚
姻
と
家
族
生
活
を

保
障
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
国
家
は
国
民
に
個
人
の

婚
姻
相
手
の
自
由
選
択
権
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
民
法
は
血
族
の
問
で
親
等
の
遠
近
に
関
係
な
し
に
一
般
的
に
婚
姻

を
禁
止
し
て
お
り
、
婚
姻
に
お
い
て
相
手
方
決
定
の
自
由
を
制
限
し

て
い
る
。
こ
れ
は
上
述
の
憲
法
理
念
と
規
定
に
正
面
か
ら
背
馳
す
る
。

一
方
、
民
法
は
そ
の
制
限
の
範
囲
を
男
系
血
族
だ
け
に
限
定
す
る

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
憲
法
第
一
一
条
第
一
項
の
男
女
平
等
理
念
に

も
反
す
る
。
ひ
い
て
は
民
法
の
本
条
項
は
そ
の
立
法
目
的
が
い
ま
や
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婚
姻
に
関
す
る
国
民
の
自
由
と
権
利
を
制
限
す
る
際
の
根
拠
と
な
る

「
社
会
秩
序
」
や
「
公
共
の
福
利
」
に
も
該
当
し
な
い
点
で
、
憲
法

第
三
七
条
第
二
項
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

w.
同
姓
同
本
禁
婚
制
の
存
置
論
に
対
し
て

a
・
優
生
学
な
い
し
遺
伝
学
的
有
害
一
口
論
は
、
ま
ず
こ
の
制
度
が
有
害

論
に
基
づ
い
て
定
着
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
、
そ
し
て
科
学

的
証
明
も
な
い
点
で
合
理
的
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

b
.
廃
止
論
に
対
し
て
そ
れ
は
社
会
の
美
風
良
俗
と
伝
統
文
化
に
反

し
て
社
会
秩
序
の
混
乱
と
家
族
制
度
の
破
壊
を
も
た
ら
す
と
主
張

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の
よ
う
な
本
制
度
の
社
会
的
存
立
基

盤
な
い
し
現
実
的
妥
当
性
の
変
化
に
関
す
る
考
察
が
欠
如
し
て
お

り
、
倫
理
や
道
徳
観
念
も
時
代
に
伴
い
変
容
し
、
歴
史
の
発
展
法

則
に
し
た
が
っ
て
発
展
す
る
と
の
考
え
方
を
度
外
視
し
た
主
張
で

あ
る
。

東アジア文化と近代法

一
般
に
あ
る
人
聞
の
行
為
に
対
し
て
、
そ
れ
を
国
家
が
法
規
範

を
通
じ
て
規
制
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
純
に
慣
習
と
か
道
徳
に

委
ね
る
の
か
は
、
そ
の
社
会
の
時
代
的
状
況
と
社
会
構
成
員
た
ち

の
意
識
な
ど
に
よ
っ
て
決
す
る
ほ
か
に
な
い
。

同
姓
同
本
禁
婚
制
も
や
は
り
万
古
不
変
の
真
理
と
し
て
我
が
婚

姻
制
度
に
定
着
し
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
の
諸
般
の
社
会
・
経

済
的
与
件
に
基
づ
い
た
倫
理
や
道
徳
観
念
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
。

本
制
度
は
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
法
的
に
規
制
す
べ
き
時
代

の
普
遍
妥
当
な
倫
理
な
い
し
道
徳
観
念
と
し
て
の
基
準
性
を
も
は

や
喪
失
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
憲
法
裁
判
所
が
同
姓
同
本
の
血
族
問
の

婚
姻
を
奨
励
し
た
り
既
存
の
普
遍
妥
当
な
倫
理
・
道
徳
を
す
べ
て

否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

③
憲
法
不
合
致
意
見
(
概
要
)

同
姓
岡
本
禁
婚
制
が
違
憲
と
い
う
こ
と
に
は
同
じ
見
解
だ
が
、
本
制
度

が
長
年
民
族
固
有
の
婚
姻
風
俗
で
あ
り
倫
理
規
範
で
も
あ
っ
た
の
で
、
す

ぐ
違
憲
決
定
を
下
す
の
は
適
当
で
は
な
い
。
家
族
法
、
特
に
婚
姻
制
度
は

立
法
府
の
国
会
が
我
が
国
の
伝
統
・
慣
習
・
倫
理
意
識
・
親
族
観
念
・
優

生
学
的
問
題
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
事
情
を
考
慮
し
た
う
え
で
立
法
政
策
的
に

決
定
す
べ
き
で
あ
る
立
法
裁
量
事
項
な
の
で
、
そ
の
す
べ
て
の
事
情
を
十

分
参
酌
し
て
新
た
に
婚
姻
制
度
を
決
め
る
よ
う
に
憲
法
不
合
致
決
定
を
す

べ
き
で
あ
る
。

④
多
数
意
見
に
対
し
て
の
反
対
意
見
(
概
要
)

1
.

同
姓
同
本
禁
婚
制
度
と
家
族
法
の
特
徴

婚
姻
は
国
家
・
社
会
の
基
本
構
成
要
素
で
あ
る
家
族
を
形
成
す
る

極
め
て
社
会
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
社
会
固
有
の
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事十

伝
統
や
風
俗
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
婚
姻
を
規
律

す
る
法
と
い
う
の
は
伝
統
・
風
俗
に
強
く
支
配
さ
れ
る
保
守
的
・
歴

史
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
違
憲
性
を
合
理
性
と
い
う
論
理
だ
け
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
G

・u.
本
制
度
の
由
来
と
慣
習
化

同
姓
岡
本
禁
婚
制
は
、
中
国
か
ら
伝
来
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

紀
元
前
二
三
三
二
年
檀
君
建
国
の
初
め
か
ら
の
「
不
安
同
族
」
と
い

う
道
徳
律
が
慣
習
化
し
た
も
の
で
、
朝
鮮
に
至
っ
て
儒
教
の
影
響
で

強
化
さ
れ
、
少
な
く
と
も
六
O
O
年
以
上
守
っ
て
き
た
我
が
民
族
の

美
し
い
伝
統
・
慣
習
・
文
化
で
あ
る
。

…
円
現
実
与
件
の
変
化
と
本
条
項
の
違
憲
性
の
有
無

a.
そ
の
問
、
社
会
・
経
済
的
与
件
と
意
識
に
は
変
化
が
あ
っ
た
け

れ
ど
も
我
が
婚
姻
慣
習
が
実
質
的
に
変
化
し
た
と
い
え
る
公
信
力

の
あ
る
資
料
は
な
い
。
反
対
の
主
張
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で

そ
の
制
度
に
問
題
が
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
国
民
の
意
識
は

そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
と
見
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
何
回
か

廃
止
論
が
国
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
か
ら
照
ら

し
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

b
.
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
の
制
定
は
同
姓
同
本
禁
婚
制
に
対
し
て

の
反
対
の
所
産
で
は
な
く
、
同
姓
同
本
に
よ
り
事
実
婚
に
あ
る
当

資

事
者
と
子
女
た
ち
の
社
会
生
活
上
の
不
利
益
な
ど
を
解
消
さ
せ
る

た
め
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

w.
本
制
度
と
法
的
規
制
の
正
当
性

家
族
関
係
に
関
す
る
慣
習
中
、
ど
の
範
囲
ま
で
立
法
化
し
て
強
制

す
る
の
か
は
立
法
政
策
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
、
立
法
者
の
判
断

が
明
白
に
非
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
違
憲
だ

と
は
い
え
な
い
。
慣
習
と
し
て
続
い
て
き
た
禁
止
婚
の
範
囲
を
法
律

で
明
確
に
し
て
、
婚
姻
関
係
の
効
果
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
の
は

社
会
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
制
化
の

正
当
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

v.
本
条
項
と
過
剰
禁
止
の
原
則
・
幸
福
追
求
権
及
び
平
等
権

a.
同
姓
岡
本
禁
婚
条
項
は
国
民
の
幸
福
追
求
権
と
婚
姻
の
自
由
な

ど
を
実
質
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
条
項
違
反

時
の
効
果
の
面
(
刑
罰
権
の
不
発
動
、
当
然
無
効
で
は
な
ど
か

ら
み
て
立
法
手
段
の
適
切
性
と
法
益
侵
害
の
均
衡
性
に
も
問
題
が
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b
.
む
し
ろ
、
同
条
項
は
伝
統
文
化
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
と
伝
統

文
化
の
継
承
と
い
う
両
方
の
憲
法
理
想
(
憲
法
第
九
条
、
国
家
の

伝
統
文
化
の
継
承
に
関
す
る
義
務
)
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
o

c.
男
系
血
族
中
心
の
同
姓
同
本
禁
婚
制
は
長
い
歴
史
を
か
け
て
形



成
さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
り
、
男
女
差
別
な
ど
の
単
純
な
論
理
だ

け
で
は
そ
れ
を
変
革
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

4
.
憲
法
裁
判
所
決
定
以
降
の
動
向

同
姓
岡
本
禁
婚
制
に
対
し
て
は
、
か
ね
が
ね
多
数
の
学
者
が
そ
の
廃
止

を
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
不
合
致
決
定
が
下
る

(
お
)

や
す
ぐ
に
そ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
続
々
と
発
表
さ
れ
た
が
、
一
方
で
そ

れ
を
批
判
す
る
見
解
も
根
強
い
の
が
今
ま
で
の
実
情
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
一
月
一
日
以
後
に
失
効
し
た
民
法
第
八
O
九
条
を
代
替
す

る
改
正
規
定
は
い
ま
だ
に
制
定
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
決
定
を
支
持
す
る
立
場
を
除
い
て
、
決
定
以
降
の
そ
の
他

の
動
き
を
紹
介
す
る
。

東アジア文化と近代法

(1) 

戸
籍
例
規
の
施
行

憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
従
っ
て
一
九
九
七
年
七
月
一
六
日
以
降
、
民
法

第
八
O
九
条
一
項
は
そ
の
適
用
が
中
止
さ
れ
た
た
め
に
、
法
律
の
空
白
状

況
が
生
じ
た
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
大
法
院
は
一
九
九
七
年
七
月
三

O
日
に
過
渡
的
な
措
置
と
し
て
戸
籍
事
務
処
理
の
た
め
の
「
戸
籍
例
規
」

(
第
五
三
五
号
)
を
制
定
・
施
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
規
は
全
文
六

ケ
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」

(
H
A
)
 

を
参
考
に
し
て
制
定
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

要
約
す
る
と
、
本
例
規
は
市
(
区
)
・
邑
・
面
(
最
小
の
地
方
自
治
団

体
)
の
長
は
民
法
第
八
O
九
条
第
一
項
に
か
か
わ
ら
ず
同
姓
岡
本
の
同
一

男
系
血
族
問
の
婚
姻
届
も
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
(
第
二
条
)
、

お
よ
び
、
届
出
の
時
そ
の
婚
姻
が
民
法
第
八
一
五
条
第
二
号
の
無
効
婚

(
八
親
等
以
内
の
血
族
問
の
婚
姻
)
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
戸
籍
謄
本

あ
る
い
は
族
譜
写
本
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
を
主

な
内
容
と
し
て
い
る
。

(2) 

儒
林
の
反
対

憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
、
全
国
各
地
域
の
郷
校
財
団
、
儒
道
会

及
び
成
均
館
は
共
同
名
義
で
一
九
九
七
年
八
月
一

O
目
、
反
対
声
明
書
を

(
お
)

発
表
し
た
。

そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

1
・
国
民
の
大
多
数
が
同
姓
岡
本
禁
婚
法
の
廃
止
に
反
対
し
て
い
る
。

2
.
同
姓
岡
本
禁
婚
法
の
廃
止
は
近
親
婚
慣
行
の
蔓
延
と
人
間
性
喪
失

を
招
来
す
る
。
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料

3
.
同
姓
岡
本
禁
婚
法
が
廃
止
さ
れ
る
と
家
族
秩
序
が
壊
さ
れ
血
縁
関

係
が
撹
乱
さ
れ
る
。

資

(3) 

韓
国
氏
族
総
連
合
会
の
反
対
と
家
族
法
修
正
案
の
提
案

韓
国
氏
族
総
連
合
会
は
憲
法
裁
判
所
の
決
定
と
国
会
で
の
民
法
改
正
の

動
き
に
反
対
し
て
、
討
論
会
開
催
・
政
府
と
国
会
へ
の
建
議
文
発
送
・
公

聴
会
開
催
・
一
不
威
な
ど
多
様
な
方
法
で
そ
の
意
見
を
表
明
し
て
き
た
。

特
に
、
こ
の
会
は
相
当
に
著
名
な
民
法
教
授
と
弁
護
士
等
を
構
成
員
と

し
た
「
家
族
法
研
究
院
」
を
開
設
し
て
(
一
九
九
九
、
二
)
、
一
九
九
九

年
七
月
一
三
日
付
で
政
府
の
家
族
法
改
正
案
に
対
し
て
の
修
正
案
を
作
成
・

提
出
し
た
。

ま
ず
政
府
改
正
案
に
対
し
て
、
家
族
法
と
い
う
の
は
国
民
一
般
の
法
意

識
に
符
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
府
改
正
案
は
十
分
な
国
民
的
合

意
な
し
に
一
部
少
数
の
見
解
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
、
改
正
案
は
大
体

今
日
の
個
人
の
利
益
の
た
め
の
契
約
的
人
間
関
係
で
通
用
さ
れ
る
個
人
本

位
の
自
由
な
決
断
と
相
互
合
意
主
義
、
両
性
問
の
図
式
的
平
等
主
義
を
原

理
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
従
来
の
父
系
中
心
的
な
家
族
規
範

の
う
ち
時
宜
に
あ
わ
な
い
も
の
は
正
す
べ
き
だ
が
、
改
正
案
は
父
系
中
心

的
な
家
族
規
範
を
全
面
的
に
廃
棄
し
て
核
家
族
体
制
や
家
族
解
体
に
転
換

す
る
結
果
を
招
来
す
る
も
の
だ
と
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
同
姓

同
本
禁
婚
制
の
維
持
を
主
張
し
た
。

①
同
姓
岡
本
の
宗
親
聞
の
禁
婚
は
我
が
伝
統
家
族
文
化
の
中
枢
と
し
て

全
国
民
の
法
意
識
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。

②
同
姓
同
本
の
宗
親
聞
の
婚
姻
が
許
容
さ
れ
る
と
、
宗
中
、
族
諮
な
ど

我
が
伝
統
家
族
文
化
に
致
命
的
損
傷
を
つ
け
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
崩

壊
さ
せ
る
危
険
が
著
し
い
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
変
更
は
国
民
投
票

次
元
の
合
意
な
し
に
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

③
同
姓
岡
本
の
宗
親
問
の
婚
姻
が
許
容
さ
れ
る
と
現
在
の
戸
籍
実
務
で

は
八
親
等
以
内
の
宗
親
聞
の
結
婚
も
到
底
統
制
で
き
な
く
な
り
、
結

局
、
禁
婚
体
制
が
全
体
的
に
破
壊
さ
れ
る
危
険
が
顕
著
で
あ
る
。

④
禁
婚
制
度
の
崩
壊
は
氏
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
破
壊
に
直
結
し
、

結
局
、
そ
れ
に
も
と
マ
つ
い
た
民
族
意
識
と
民
族
愛
も
消
滅
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
は
世
界
史
の
激
動
に
苦
し
め
ら
れ
た
韓
民
族
の
将
来

の
た
め
に
大
き
く
憂
慮
さ
れ
る
の
で
、
決
し
て
容
認
し
て
は
い
け
な

い
も
の
で
あ
る
。
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韓
国
氏
族
総
連
合
会
の
修
正
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
八

O
九
条
(
宗
親
、
近
親
問
の
婚
姻
制
限
)

①
同
姓
同
本
の
宗
親
、
六
親
等
以
内
の
外
親
は
互
い
に
婚
姻
で
き
な
い
。



②
六
親
等
以
内
の
血
族
の
配
偶
者
、
配
偶
者
の
六
親
等
以
内
の
血
族
、

配
偶
者
の
四
親
等
以
内
の
血
族
の
配
偶
者
の
姻
戚
で
あ
る
か
、
こ

の
よ
う
な
姻
戚
で
あ
っ
た
者
は
互
い
に
婚
姻
で
き
な
い
。

③
養
父
母
系
の
四
親
等
以
内
の
血
族
ま
た
は
二
親
等
以
内
の
姻
戚
で

(
町
四
)

あ
っ
た
者
は
互
い
に
婚
姻
で
き
な
い
。

(4) 

国
会
の
対
応

国
会
は
、
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
従
っ
た
民
法
改
正
な
ど
の
立
法
措
置

を
今
ま
で
持
ち
越
し
て
お
り
、
結
局
、
一
九
九
九
年
二
一
月
一
七
日
に
常

任
委
員
会
の
法
制
司
法
委
員
会
で
「
血
統
を
大
切
に
す
る
国
民
の
情
緒
上
、

同
姓
同
本
禁
婚
制
度
を
廃
止
す
る
の
は
時
機
尚
早
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨

で
政
府
案
に
代
え
て
そ
れ
を
維
持
す
る
内
容
の
修
正
案
を
採
択
し
た
状
況

に
あ
る
。

東アジア文化と近代法

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
裁
判
所
は
白
ら
の
決
定
の
意
味
と
効
力
を
改
め

(
幻
)

て
強
調
す
る
立
場
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。

第
五

結
王子'b、

百冊

先
に
何
度
も
言
及
し
た
ご
と
く
、
同
姓
岡
本
禁
婚
制
は
、
今
日
の
韓
国

社
会
の
普
遍
的
な
倫
理
観
・
家
族
観
・
結
婚
観
と
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

歴
史
的
に
も
、
そ
れ
は
朝
鮮
王
朝
に
お
い
て
前
王
朝
で
あ
る
高
麗
の
気

風
を
断
絶
し
て
新
し
い
文
化
文
物
を
創
造
・
振
興
し
よ
う
と
す
る
政
治
目

的
の
産
物
で
あ
り
な
が
ら
、
家
父
長
制
と
男
性
優
越
主
義
を
根
幹
と
し
て

階
層
的
支
配
構
造
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
戦
略
的
な
社
会
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
法
的
な
表
現
で
あ
り
、
親
明
(
中
国
)
事
大
的
な
外
交
政
策
の
所
産
で

あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
姓
不
婚
制
の
廃
止
と
近
親
婚
の
許
容
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

男
女
の
自
由
な
結
婚
を
保
障
し
、
男
女
平
等
の
理
念
を
具
現
す
る
た
め

に
、
二
疋
範
囲
に
お
け
る
近
親
婚
の
場
合
を
除
き
、
同
姓
岡
本
間
の
結
婚

を
許
容
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

立
法
論
的
に
は
、
今
日
、
韓
国
社
会
の
親
族
観
と
婚
姻
観
(
特
に
地
方

に
お
け
る
平
均
的
・
合
理
的
観
念
)
を
考
慮
し
て
十
二
親
等
以
内
の
血
族

(
お
)

聞
で
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。

主z=固
(
1
)
制
定
経
過
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
は
、
鄭
光
銭
、
『
韓
国
家
族
法

研
究
附
録
』
(
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、
一
九
六
七
)
参
照
。
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料

(
2
)
韓
国
日
報
世
論
調
査
結
果
(
一
部
の
存
置
論
者
の
見
解
)
報
道

一
九
五
七
・
五
・
一
二
付
お
よ
び
、
国
会
法
制
司
法
委
員
長
の
民

法
改
正
法
律
案
提
案
に
対
す
る
国
会
議
員
三
三
人
の
反
対
請
願
理

由
(
一
九
七
七
・
二
了
一
六
国
会
速
記
録
)
等
を
総
合
。

(
3
)

一
九
五
七
年
、
民
法
制
定
の
た
め
の
政
府
提
示
草
案
に
対
す
る

国
会
法
制
司
法
委
員
会
の
修
正
案
提
出
理
白
書
お
よ
び
、
一
九
七

七
年
、
国
会
法
制
司
法
委
員
会
民
法
改
正
法
律
理
白
書
等
を
総
合
。

他
に
反
対
論
を
主
張
し
た
初
期
の
論
文
等
と
し
て
は
、
李
免
袋
、

か
同
姓
岡
本
の
結
婚
|
|
不
婚
の
原
則
を
批
判
し
て
ヘ
朝
鮮
日

報
一
九
五
七
・
四
・
八
、
九
、
一
一
付
一
李
裕
長
、
か
現
実
を
見

ょ
う
と
し
な
い
人
達

l
l
特
に
儒
林
の
頑
固
派
に
つ
い
て
ヘ
韓

国
日
報
一
九
五
七
年
四
月
一
四
日
付
一
韓
国
日
報
社
説
、

H

同
姓

岡
本
不
婚
制
の
可
否

l
l
伝
統
と
法
律
ヘ
一
九
五
七
年
九
月
一

三
日
付
一
金
鴎
派
、

H

同
姓
同
本
不
婚
の
原
則
に
関
し
て
ヘ
『
法

政
』
第
一
五
巻
二
号
、
一
九
六
0
・
二
、
が
あ
る
。

(
4
)
金
臨
時
沫
、

P

家
族
法
の
現
況
と
課
題
ヘ
『
家
族
法
研
究
』
第
七
号
、

一
九
九
三
、
第
一
一
一
頁
。

(
5
)
法
律
新
聞
一
九
八
四
・
九
・
二
四
付
、
一
一
員
一
金
容
漢
、
H

同
姓

不
婚
制
度
の
綜
合
的
考
察
ヘ
『
家
族
法
の
諸
問
題
』
法
務
資
料
第

五
五
輯
、
一
九
八
四
、
第
二
二
五
・
二
二
六
頁
参
照
。

(
6
)
上
の
調
査
結
果
は
、
韓
添
配
…
、
H

同
姓
岡
本
不
婚
制
度
再
論
ヘ

『
考
試
界
』
第
四
九
八
号
、
一
九
九
八
・
八
、
第
六
一
頁
か
ら
再

引
用
。

資

(
7
)
表
慶
淑
、

H

同
姓
同
本
不
婚
原
則
に
関
す
る
批
判
H

『
晴
軒
金
曾

漢
博
士
華
甲
紀
念
・
現
代
民
法
学
の
諸
問
題
』
(
博
英
社
、
一
九

八
二
、
第
六
六
九
頁
参
照
。
金
時
沫
、
H

同
姓
岡
本
不
婚
の
原
則

に
関
し
て
ヘ
『
法
政
』
第
一
五
巻
二
号
、
一
九
六
0

・
二
、
第
五

六
頁
は
同
姓
同
本
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
は
た
し
て
先
祖
を
同
じ

く
す
る
血
族
の
問
で
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
場
合
が
あ
る
と

い、っ。

(8)
政
府
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
八
五
年
現
在
金
氏
(
本
貫
二

八
二
種
)
中
、
金
海
金
氏
三
、
八
九
二
、
三
四
二
名
、
慶
州
金
氏

一
、
五
二
三
、
四
六
五
名
。
李
氏
(
本
貫
二
三
七
種
)
中
、
全
州

李
氏
二
、
三
七
九
、
五
三
七
名
、
慶
州
李
氏
一
、
二
二
七
、
二
人

O
名
。
朴
氏
(
本
貫
一
二
七
種
)
中
、
密
陽
朴
氏
二
、
七
O
問、

八
一
九
名
で
三
姓
五
本
だ
け
の
人
口
が
合
計
一
一
、
七
二
七
、
四

四
三
名
に
達
し
て
い
る
。
経
済
企
画
院
、
『
一
九
八
五
年
人
口
お

よ
び
住
宅
調
査
報
告
上
巻
』
一
九
八
八
、
第
二
一
、
二
八
八
、
四

四
四
頁
。

(9)
『
官
報
』
第
一
三
六
七
五
号
、
一
九
九
七
・
八
・
四
付
、
第
七
八
頁
。

(
凶
)
韓
国
日
報
一
九
九
一
・
五
・
二
九
付
、
第
一
五
面
に
よ
る
と
、

当
時
、
同
姓
同
本
間
の
婚
姻
で
あ
る
と
の
理
由
で
婚
姻
の
届
出
が

で
き
な
か
っ
た
事
実
婚
夫
婦
は
二
O
万
組
以
上
に
な
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。

(
日
)
同
旨
一
李
照
培
、
H

同
姓
同
本
婚
姻
禁
止
規
定
の
憲
法
不
合
致
決

定
と
今
後
の
課
題
ヘ
『
判
例
月
報
』
第
一
-
一
一
一
一
三
号
、
一
九
九
八
・
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六
、
第
一
九
頁
。

(
臼
)
金
属
帽
沫
、
H

同
姓
岡
本
不
婚
の
原
則
に
関
し
て
ヘ
『
法
政
』
第
一

五
巻
二
号
、
一
九
六
O
、
二
、
第
五
三
頁
一
韓
福
龍
、
H

朝
鮮
前
期

婚
姻
法
研
究
ヘ
『
家
族
法
研
究
』
第
三
号
、
一
九
八
九
、
第
二
五

一
頁
参
照
。

(
日
)
陳
書
、
「
三
国
志
』
(
景
仁
文
化
社
、
一
九
七
五
)
、
第
一
一
一
一
一
一
頁

一
韓
福
龍
、
『
韓
国
婚
姻
法
の
歴
史
的
基
礎
』
高
麗
大
学
校
大
学
院

博
士
学
位
論
文
、
一
九
八
八
、
第
六
頁
か
ら
再
引
用
。

(
は
)
金
斗
憲
、
『
韓
国
家
族
制
度
研
究
』
(
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、
一

九
六
九
)
、
第
四
三
五
頁
一
金
柄
大
、
か
同
姓
岡
本
不
婚
制
に
関
す

る
小
考
ヘ
『
南
松
韓
暗
暗
黙
教
授
華
甲
紀
念
・
現
代
民
法
の
課
題
と

展
望
』
(
ミ
ル
ア
ル
社
、
一
九
九
四
)
、
第
九
四
頁
参
照
。

(
日
)
金
鴎
沫
、
『
婚
姻
法
研
究
』
(
法
文
社
、
一
九
六
九
)
、
第
一
一
一
二
頁
。

(
凶
)
こ
れ
に
関
し
て
は
「
増
補
文
献
備
考
」
英
祖
四
六
年
(
一
七
七

O
年
)
編
纂
、
正
祖
六
年
(
一
七
八
二
年
)
補
一
線
、
第
八
九
巻
、

櫨
考
三
六
、
私
婚
櫨
条
参
照
。

(
げ
)
金
臨
時
沫
、
H

同
姓
岡
本
不
婚
制
度
に
関
し
て
ヘ
『
家
族
法
研
究
』

創
刊
号
、
一
九
八
四
、
第
一
二
頁
。
と
こ
ろ
が
、
民
間
で
は
同
姓

結
婚
が
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
金

容
漢
、
か
同
姓
岡
本
婚
制
度
の
綜
合
的
考
察
ヘ
『
家
族
法
の
諸
問

題
』
、
法
務
部
法
務
資
料
第
五
五
輯
、
一
九
八
四
、
第
一
九
O
頁
参
照
。

(
問
)
韓
福
龍
、
前
掲
か
朝
鮮
前
期
婚
姻
法
研
究
ヘ
第
二
五
一
頁
参
照
。

(
川
口
)
鄭
範
錫
、
H

わ
が
国
の
同
姓
婚
お
よ
び
近
親
婚
に
関
す
る
研
究
ヘ

『
金
斗
憲
華
甲
紀
念
論
文
集
』
第
二
四
五
頁
以
下
、
金
時
沫
、
前

掲
ヶ
同
姓
岡
本
不
婚
制
度
に
関
し
て
ヘ
第
一
二
頁
か
ら
再
引
用
。

(
初
)
金
時
沫
、
上
掲
論
文
、
同
頁
。

(
幻
)
高
麗
史
七
五
巻
、
選
挙
志
三
鐙
注
条
「
嫁
大
功
親
所
産
禁
任
路
」
。

(n)
高
麗
史
七
五
巻
、
選
挙
志
三
鐙
注
条
「
同
父
異
母
姉
妹
犯
嫁
所

産
任
路
禁
鋼
」
0

(
幻
)
朴
乗
濠
、
『
韓
国
法
制
史
考
』
(
法
文
社
、
一
九
八
二
、
第
三
一
回

一
!
三
四
二
頁
参
照
。

(
出
)
太
祖
四
年
(
一
三
九
五
年
)
に
中
国
明
朝
の
法
典
で
あ
る
大
明

律
を
吏
読
で
字
句
直
解
・
修
正
潤
色
し
て
刊
行
さ
れ
た
法
典
と
し

て
、
朝
鮮
王
朝
の
普
通
法
典
と
し
て
依
用
さ
れ
、
あ
と
に
朝
鮮
の

基
本
法
典
で
る
経
国
大
典
の
編
纂
に
当
た
っ
て
、
参
考
に
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

(
お
)
婚
姻
に
関
す
る
大
明
律
と
大
明
律
直
解
の
内
容
比
較
に
関
し
て

は
、
崖
弘
基
、
『
韓
国
戸
籍
制
度
史
研
究
』
(
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、

一
九
九
七
)
、
第
一
七
一
頁
以
下
参
照
。

(
部
)
英
祖
二
二
年
(
一
七
四
六
年
)
刊
行
。

(
幻
)
世
宗
実
録
九
六
巻
、
二
五
年
六
月
二
四
日
参
照
。

(
お
)
韓
濠
県
、
前
掲
論
文
、
第
五
二
頁
。

(
却
)
光
武
九
年
(
一
九
O
五
年
)
公
布
。

(
却
)
以
下
川
ま
で
は
、
李
免
築
、
『
{
永
族
法
改
正
運
動
三
七
年
史
』

(
韓
国
家
庭
法
律
相
談
所
出
版
部
、
一
九
九
二
)
参
照
。

(
出
)
女
性
新
聞
一
九
九
七
・
三
・
一
七
付
。
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料

(
幻
)
九
人
の
裁
判
官
中
五
人
が
単
純
違
憲
意
見
を
、
二
人
が
憲
法
不

合
致
意
見
を
、
二
人
が
反
対
意
見
を
提
示
し
た
。
憲
法
裁
判
所
法

第
二
三
条
第
二
項
所
定
の
違
憲
決
定
審
判
定
足
数
で
あ
る
六
人
以

上
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
に
憲
法
不
合
致
決
定
を
下
し
た
の
で
あ

る
。
決
定
文
は
一
九
九
七
年
八
月
四
日
付
第
二
二
六
七
五
号
「
官

報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
例
と
し
て
、
李
照
培
、

w
婚
姻
家
族
政
策
理
念
に
よ
る
同
姓
同
本

禁
婚
規
定
憲
法
不
合
致
決
定
ヘ
法
律
新
聞
第
二
六
二
三
号
、
一
九

九
七
・
一

0

・
六
付
一
韓
琢
照
、
前
掲
論
文
H

同
姓
岡
本
不
婚
制

度
再
論
μ

等。

(M)
李
照
培
、
か
同
姓
岡
本
不
婚
か
ら
近
親
婚
禁
止
へ
の
改
正
に
お
け

る
問
題
点
と
課
題
ヘ
一
九
九
八
年
韓
国
家
族
法
学
会
夏
季
学
術
大

会
資
料
集
、
第
一
六
頁
。

(
お
)
東
亜
日
報
第
一
一
一
一
一
六
一
八
号
、
一
九
九
九
・
八
・
一

O
付
、
第

二
七
頁
等
。

(
お
)
以
上
は
韓
国
氏
族
総
連
合
会
編
、
『
韓
国
氏
族
総
連
合
会
報
』
第

三
号
、
一
九
九
九
，
八
・
一
五
付
参
照
。

(
竹
山
)
以
上
、
文
化
日
報
一
九
九
九
・
一
二
・
二

O
付
、
第
二
九
頁
参
照
。

(
お
)
朴
乗
濠
、
ぷ
品
部
族
法
の
改
正
私
案
ヘ
韓
国
民
事
法
学
会
編
、
「
民

事
法
学
』
第
六
号
、
一
九
八
六
、
第
四
六
六
頁
は
同
姓
岡
本
不
婚

制
廃
止
を
支
持
し
な
が
ら
、
た
だ
し
過
渡
期
的
に
父
母
の
同
意
を

受
け
な
か
っ
た
同
姓
岡
本
間
婚
姻
は
父
母
に
限
り
取
消
可
能
な
こ

と
に
し
よ
う
と
提
案
し
て
い
る
。
一
金
容
漢
、

n
同
姓
不
婚
法
理
の

資

再
検
討
μ

「
梅
石
高
昌
鉱
博
士
華
甲
紀
念
・
民
法
学
の
現
代
的
課
題
』

(
博
英
社
、
一
九
八
七
)
、
第
七
O
九
頁
一
黄
迫
仁
、
か
同
姓
岡
本

不
婚
の
原
則
ヘ
『
家
族
法
の
諸
問
題
』
法
務
部
法
務
資
料
第
五
五

輯
、
一
九
八
四
、
第
二
四
六
頁
一
韓
国
民
事
法
学
会
の
家
族
法
改

正
試
案
で
は
、
前
の
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
と
憲
法
裁
判
所

の
決
定
以
後
の
「
大
法
院
戸
籍
例
規
」
の
内
容
と
お
な
じ
禁
婚
範

囲
を
提
案
し
て
い
る
。
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